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習志野市選挙管理委員会議事録 

 

 

平成３０年度第１回臨時会 

 

〇開催日時 

 平成３０年１１月２８日（水）午前９時００分～午前１０時００分 

〇場所 

 市役所２階会議室３ 

〇委員 

 ４名中「出席４名」「欠席０名」 

役職 氏名 出欠 備考 

委員長 金 子 光 雄 出席  

委員長職務代理者 田 畑 富三夫 出席  

委員 中 野   隆 出席 議事録署名 

委員 染 谷 雅 美 出席  

〇付議事項と審議結果 

 上程４件中「承認４件」「不承認０件」「審議未了０件」 

付議事項 審議結果 

議案第２８号 

選挙人名簿から抹消することについて 
承認 

議案第２９号 

在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて 
承認 

議案第３０号 

在外選挙人名簿に登録の移転をする者を定めること

について 

承認 

議案第３１号 

在外選挙人名簿から抹消することについて 
承認 

 

 

 

 

＜ 発 言 要 旨 ＞ 

 

【委員長】 

 只今より、平成３０年度第１回選挙管理委員会臨時会を開会します。 

 会議録署名委員は、選挙管理委員会規程第１０条の規定により、中野委員を指名

します。 

 本日の議案は選挙人名簿から抹消することについて他３件を審議します。 

 それでは、「議案第２８号 選挙人名簿から抹消することについて」を事務局より説
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明をお願いします。 

 

 

【事務局】 

 「議案第２８号 選挙人名簿から抹消することについて」を 

事務局長より説明する。 

 （抹消選挙人名簿を回付して確認する。） 

 

【委員長】 

 只今の説明について、質疑ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 質疑なしと認めます。 

 本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

次に「議案第２９号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて」を 

事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 「議案第２９号 在外選挙人名簿に登録する者を定めることについて」を 

事務局長より説明する。 

 （在外選挙人登録者一覧を回付して確認する。） 

 

【委員長】 

 只今の説明について、質疑ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 質疑なしと認めます。 

 本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

次に「議案第３０号 在外選挙人名簿に登録の移転をする者を定めることについて」

を事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局】 

 「議案第３０号 在外選挙人名簿に登録の移転をする者を定めることについて」を 

事務局長より説明する。 

 （在外選挙人移転者一覧を回付して確認する。） 

 

【委員長】 

 只今の説明について、質疑ありませんか。 
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 （「なし」と言う声あり。） 

 質疑なしと認めます。 

 本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

次に「議案第３１号 在外選挙人名簿から抹消することについて」を事務局より説

明をお願いします。 

 

【事務局】 

 「議案第３１号 在外選挙人名簿から抹消することについて」を 

事務局長より説明する。 

 （抹消在外選挙人名簿を回付して確認する。） 

 

【委員長】 

 只今の説明について、質疑ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 質疑なしと認めます。 

 本件を原案のとおり決することに異議ありませんか。 

 （「なし」と言う声あり。） 

 ないようですので原案のとおり決定します。 

 

 

【委員長】 

 その他、事務局より何かあればお願いします。 

 

 【事務局】 

 まず１つ目は、統一選までに定時登録が１２月と３月と２回あるが、投票区を２６投

票区から２５投票区に変更したため、選挙人名簿管理システム上でトラブルが無いよ

うに検証作業を行っていきます。 

 次に１月の定例会についてです。公費負担の条例改正に伴う規程改正を提出しま

す。 

 

【委員】 

 条例どこの部分が変更になったのか。 

 

【事務局】 

 大きな変更としては市議会議員のビラ配布が一人当たり４,０００枚まで可能になり、

公費負担の対象となりました。 

 予算についても確保しています。 

 ３つ目が議会についてです。質問者は清水大輔議員と平川博文議員です。清水議
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員は選挙違反についでです。この質問は、選挙前に必ず質問されるのでいつも通り

に答弁する予定です。平川議員はまだ未定です。 

 ４つ目に、甲賀市への視察です。甲賀市に情報交換をお願いしていますが、現在

第三者委員会の結論が出ていない状況です。２月から３月の間に公開の第三者委

員会を視察できたらと思っています。 

 最後に１月１７日（木）の四市の研修会について、全員出席で申し込みますので、

皆さん出席のほどお願いします。 

 

【委員長】 

 他に質疑ありませんか。 

ないようですので、第１回臨時会を閉会します。 

 

 

 

 

 

 

 


